
 
宮崎県総合評価落札方式（建設関連業務）試行要領（平成２１年１１月２４日県土整備部技術企画課定め）の一部を次のように改正する。 
 
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
 

改正前 
 

改正後 
 

平成２９年１月２０日改正  
 

宮崎県総合評価落札方式（建設関連業務）試行要領 
 

平成２１年１１月２４日 
県土整備部技術企画課 

 
第１ 趣旨 
  この要領は、県が発注する建設工事に係る建設コンサルタント業務及び建築設計業務

において試行する総合評価落札方式による条件付一般競争入札の手続について、宮崎県

財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）及び条件付一般競争入札実施要領（平成１９

年４月１日県土整備部管理課定め。以下「実施要領」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 

 
令和２年６月１１日改正  

 

宮崎県総合評価落札方式（建設関連業務）試行要領 
 

平成２１年１１月２４日 
県土整備部技術企画課 

 
第１ 趣旨 

  この要領は、県が発注する建設工事に係る建設コンサルタント業務及び建築設計業務

において試行する総合評価落札方式による条件付一般競争入札の手続について、宮崎県

財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）、条件付一般競争入札実施要領（平成１９年

４月１日県土整備部管理課定め。以下「実施要領」という。）及び建設関連業務共同企

業体取扱試行要領（平成２６年４月１日県土整備部技術企画課定め。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。     

 



改正前 改正後



改正前 改正後



改正前 改正後












